
 

んだというところにやっぱり一回立たないと、

これはもう大変なことになってしまうと私は思

うんですよ。今回の 終日提案のことを言って

るんじゃないんですよ、私は。そこは合意にな

るんでしょ、多分、そう期待してますから。そ

うではなくて、もう少し違う視点がこの比較表

を見ても見えるんじゃないか。だから私は今回

歳出だけの問題で言ってますから、そこでは扶

助費のところもそうだと思う、なるべくしても

らいたくないけど。だけど、繰越金のところも

そうだと思う。普通建設事業、単独事業のとこ

ろもそうだと思うんですよ。そういったところ

にやっぱりもう少しちゃんとした目を向けてい

かないと、私は大変な事態を迎えるのでないか

というふうに思うんですよ。 

＋

 特に、過日の一般質問で蒲生光男委員の質問

に関連して財政課長からいただいた平成17年度

の置賜３市５町の普通会計の決算状況ですね、

これを見てみると、人件費でいえば長井市は市

はおろか町以下ですよね。国家公務員との指数

と言われているラスというふうなところをとっ

たって県内 低でしょ。こういう状態があって、

その上またというふうになるのかというところ

を本当心配するわけです。そういうことのない

ように、私はもっと全体を見てこれからは対応

する必要があるんだろうというふうに思うんで

す。そのために今、多分自立経営対策室でした

か、で検討されているんだろうと、こういうふ

うに思うんですが、そういうことじゃないです

か、市長、どうですか。 

○安部 隆委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 言葉が足りなかったのかなと、

先ほどの答弁は。私はそういったことも含めて

言ってるつもりなんです。もちろん市民サービ

スどうのこうのと言いました、扶助費の部分と

かですね。あと、それ以外にも繰り出ししてお

ります特別会計の部分、例えば公共下水道とか、

これは特環、このまま突き進んで本当にもつの

だろうかという部分と、あと、なかなか難しい

んですが、一部事務組合の部分ですね、これを

り手つけられないということじゃなくて、やっ

ぱり手をつけていかないと残念ながら長井市だ

けはもうもたないと。長期的に見ればそんなに

悲観する必要ないのかもしれませんけども、本

当短期的に、とにかく財政赤字をそういった事

態を招かないように何とかこれを回避するべく

今、頑張っているところでございますけども、

このままで行ったら財政赤字というのはどうし

ても避けられなくなってしまうなという危機感

が非常にあると。ですからあらゆる面でこれは

見ていくんだという考えでございます。 

○安部 隆委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 わかりました。ぜひ、

やっぱりやりやすいところから、しかも即効性

のあるところから、そこにだけぎゅっとやって

しまうというふうなことは私は避けていくべき

だというふうに感じます。私どももというより

も、私もこの財政の中身については不勉強なと

ころがいっぱいありますから、勉強しながらこ

れからも議論させていただきたいと思っていま

す。今回歳出でありますけれども、お互いにそ

の面では一緒に考えながらやっていくことで、

よりよいものを目指していくということで私も

頑張っていきたいというふうに思っていますの

で、これからもそういう意味では議論におつき

合いをいただきたいというふうに思います。終

わります。 
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○安部 隆委員長 次に、順位２番、議席番号17

番、蒲生吉夫委員。 

○１７番 蒲生吉夫委員 通告しております３点

について順次ご質問を申し上げたいと思います
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ので、今回通告しているのは、さほど全体的に

難しい問題ではないわけでありますので、11時

10分ですが、できるだけ午前中ぐらいで終わる

ように質問したいというふうに思っております。 

＋ ＋

 初に通告しているのは、長井市情報ネット

贈収賄事件と情報セキュリティー基本方針につ

いてということでありますけれども、もともと

ＪＡＮの事業というのは、私、ずっと資料を持

ってるというふうにこの前の一般質問で言って

あるわけですけども、県が進めようとしていた

のは1993年からなんです。情報交流事業として

ニューメディア・コミュニティとして進めよう

としたのは 上地域と酒田地域と長井なんです

ね。ハイビジョン・シティ実行計画として鶴岡

市などが実施し始めたんですね。テレトピア事

業として、この事業はケーブルテレビの事業で

すね、この部分というのは米沢広域都市圏計画、

テレトピア計画として、これがいわゆる米沢地

域として、南陽なんかもエリアに入ってる部分

ですね。ケーブルテレビとして地元のカメラマ

ンがいて、例えば高校野球の置賜の予選だとか、

そういうところまで含めてケーブルテレビで放

送するような事業をしてきたんです。そういう

意味では、そういう経過があって長井はニュー

メディアを選択したということなんですね。 

 どういう背景があったのかと検討していきま

すと、一番 初、やっぱりファクス事業なんか

も入っていくんです。そのファクスの機器をま

ず販売するのに何をしてきたかということなん

ですけども、１つは商工会議所、団体として役

員に入ってもらったんですね。それとＪＡが入

ってる。今はＪＡと呼んでますけども、かつて

は長井市農協と西根農協というそれぞれ単協で

したので、役員が入ってるんです。 

 どうしてそこが今回の問題と関係するのかと

いうことですけども、そのときからずっと役員

体制の変遷、変わり方を私、表にしてきました。

ずっと役員が変わってるんです。出資比率も変

わってきてるんですね。準備段階の平成５年の

５月11日のときっていうのは、出資依頼構成と

いう格好で行政が37.8％、民間が62.2％、平成

５年の８月の出資構成では行政が41％、これは

実際出資構成をしたものですね、民間が59％と

いうふうになって、ここがいわゆる出資比率と

して全体を構成してきた出発のときの出資比率

なんです。そのときというのは、さっき言った

ように商工会議所やＪＡさんや、または準備を

進めてきたストウヤさんですね、機器をまず入

れる、売る、この体制をこの役員体制の中でつ

くったというふうに考えられるんです。 

 その後ずっと変化をしてきて、要するにうま

みがなくなってきたところはこの役員の体制か

ら抜けていくという、こういう体制なんですよ。

なので、今、17年度の６月28日のところなんで

すけども、取締役会長にかつて助役だった長谷

部宇一さんがなっていて、監査役のところには

収入役であった佐藤義夫さんがなってくるんで

すね。役員もずっと減ってきてるんです、そこ

で。 

 ここでどういうことを言いたいのかというと、

終的には行政が全部責任を負う、こういう体

制になっていることが感じられるんです。簡単

に言うと、今、副市長が役員になってますね。

この全体の役員体制がそうなんですけども、ほ

とんど行政の長が、いわゆる内谷市長が言って、

采配できる役員構成になってるんです。これは

近でなくて、しばらく前からそういう体制な

んです。発足当時は取締役会長として平恒夫さ

んがなってるんですね。社長は竹田廣次さんな

んです。じゃあ、ここで実際仕事を采配してい

たのはだれかというところが一番問題なんだと

思います。この役員体制ずっと見ていくと、キ

ーマンになっている人が１人ずついるんです。

この会社を技術的な面から支配できる人間とい

うふうに呼んだ方がいいと思うんですけども、

役員体制の支配は市長ができる、だけど、仕事
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の方の支配は、この役員の中にいわゆる常勤し

ている人間が１人ずついるんです、ずっと変化

を見ていきますと。私は、もともとこの事業が

公的なところが全部担っていくには、これは大

変な事業だなというふうに思ってるんですね。

ただ、こういうふうに入らなければならなかっ

たのは、日本ＩＢＭととても深い関係があって、

機器の導入もそうなんですけども、全部そうい

う形で、当時だれがどういうふうにしてきたか

というのは、言ってる役員体制と経営状況の報

告としてあったやつをずっと私、資料見てきた

んで、わかるんです。 

＋

 そこでお聞きするんですが、仕事的に長井市

の仕事をＪＡＮの方で随意契約したところとい

うのがやっぱり問題になってるんですね。今回

の事件の中で、その見返りにどうこうしたとい

う部分。だけども、私は今、役員の変遷のとこ

ろをちょっと言ったように、中身は市長が役員

のところを一程度支配する、実権に握っている。

受ける方の今、新野副市長になってるわけです

けども、受ける方の団体の一程度の権限は社長

でなくても新野副市長が握ってるんだと思いま

す。そうやって握っているという言葉は正確で

なければ、意思が通じ合える状況にあるという

ふうに私は思ってるんですね。そういう意味で、

そうであるのかどうかというのは私、わかりま

せんよ。まずそこを市長にお答え願いたいんで

すね。多分ＪＡＮの方の役員に就任するように

言ったのは、市長が言ってるんじゃないかと思

われるんだけれども、筆頭株主ですから、市が。

そこはどういうなんですか。契約の関係でいく

と代表でないからいいんだというふうになるか

もしれないけれども、意思が通じ合える状況に

私はあると思うんですね。そこはどうでしょう。 

○安部 隆委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 私は、正直なところ就任してまだ半年なんで

すけども、ＪＡＮについての私が例えばこうし

ろああしろというようなことは全然言っており

ません。目黒前市長のときにはどうだったかわ

かりませんが、いわゆる我々市長、例えば副市

長もその業務の内容については、これは民間の

業務ですからわからないと。ただ、筆頭株主が

行政だという責任から会長して今まで送ってた

んだろうと。実質的には代表権を持っている社

長がすべて運営、経営方針も含めてやってたん

ではないだろうかと思っていました。 

 ただ、これからは、私としてもＪＡＮに対す

る期待、地域の情報化を進めるという意味で、

これはやっぱり半分以上市が持ってるわけです

から、その立場から行政として市民のために資

するような部分があるんじゃないかということ

で、副市長に就任いただいたときは代表権を持

った会長ということでいろいろ役員の中で検討

して一応やっておりますが、具体的にはこれか

らというやさきの事件でございました。以上で

す。 

○安部 隆委員長 17番、蒲生吉夫委員。 

○１７番 蒲生吉夫委員 社長に就任している人

というのは就任している時期も含めて長くない

んですよ。社員であって、中身が一程度理解さ

れていて社長になってるという人でないんです

ね、それでなってる人はずっと。これまでずっ

とそうです。その意味では、そのことを表現す

る言葉、17年度の事業概況報告の中にこういう

言葉が載ってるんです。このとき社長だった人

の言葉ですね、黒澤栄さんっていう方の、これ

は17年度のですから。「専門用語を理解するこ

とがまだできていないため日々四苦八苦してお

ります」と、こういう言葉が総会の資料の中に

載ってるんです。じゃあ、どうしてこういう人

が社長になるのかなと、私は実権握ってる人だ

と思うのよね。そういう資料が今、正確に読ん

だんで、あるんですよ。これは別に、だから黒

澤栄さんだけでなくて、これまでの社長ってい

うのは、やっぱりこういう状態だったのかなと
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○安部 隆委員長 17番、蒲生吉夫委員。 いうふうに思うんですね。 

＋ ＋

○１７番 蒲生吉夫委員 当初は、この役員に就

任していた人というのは、常勤でなければほと

んどボランティアだったんだと思います。だけ

ども、14年の６月19日の株主総会のときに役員

報酬の改定を決定してるんです。第３号議案と

して役員報酬額の件を可決と私のメモに書いて

あるんですが、将来、業績が回復した際、常勤

役員がふえた場合などを考慮し、役員報酬限度

枠として次のとおり改定する。現在360万円だ

ったものを1,000万円にしてるんです。これも

資料の中に書いてあったやつですから総会時の

資料から引き抜いたわけですけども、そういう

意味では普通に経営するんであれば私はそれで

いいんだと思います。だけども、さっき市長答

えたように、例えば第三セクターですと地場産

業振興センターがそうですね、そこの事務局長

も大体市長の人事権の中で配置するんだと思い

ます。一程度、地場産業振興センターの理事会

を構成してるけども、ほとんど市長が采配でき

る部分だと思います。 

 ならば、だれが本当に実権握ってきたのかと

いうふうになると、発足して平成10年あたりの

資料を見ていきますと、日本アルカディア・ネ

ットワーク株式会社からというふうになってい

るんですが、肩書はですね。要するに社員の中

から選んだ常務取締役だというふうになってる

んですが、平成10年の６月２日の平成９年度経

営状況説明書の中に。だけども、五十嵐さんと

いう方はもともと所属していたのは、いわゆる

日本ＩＢＭの東北の何かをしていたんですね。

その意味では、その当時は彼が中身は全部わか

りますし、したんだと思います。社長は別にい

たわけだけれども、代表取締役社長は平恒夫市

長がなっていて、代表取締役が鈴木昭さんとＪ

Ａの方の代表の方がなっておりますね。 

 いや、私、こういうふうに見てきたのはどう

いうことかというと、本当に社長になっている

契約をする代表ですよね、精通している者がな

っていないんでないかという気がしてしようが

ないんですね。ならだれが実権を握って仕事を

するのかと。名目的には社長って名前がついて

る人ですね。そこが一番私はこの組織の問題だ

というふうに思っていて、一程度の就任のお願

いするのも出資者の一番であるやっぱり新野副

市長さんだと思いますけども、ここが一番問題

だと思うんですけど、どうでしょうか。 

 随意契約というのは必ずしもそこの部分がい

いか悪いかというのはあるわけですけども、そ

ういう関係っていうのはあるんですよ。例えば

需要開拓事業なんていうのは、補助金の中でそ

のメニューも組まれていますけども、本来は委

託料として組むべきでしょ、需要開拓事業なん

ていうのはね。できるところがあれば広くすれ

ばいいわけで、ただ、やっぱりそこは市と地場

産業振興センターというのは意思が通じ合って

いるというふうに私は考えて多分間違いないん

じゃないかと思うんですね。そういう意味では

目黒市長になってからこうなんですよ、役員の

ところの肩書がなくなってんですよ、資料の中

に、私がもらっているのは。それ理由はっきり

してるんです。要するに 先端の技術を駆使し

てやる会社なので、内部の経営状況なども正確

に議員の皆さんに報告するということは公開す

○安部 隆委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 蒲生委員がご指摘の部分が私も

そのように感じられます。これはＪＡＮに限ら

ず長井市がかかわるそういった、第三セクター

とは言いませんけども、ほかにも事例があるん

じゃないかと。いわゆる本当に専門家、学識経

験者とかそういうことじゃなくて、その当時の

やはり首長のいろんな絡みで、必ずしもそうい

う報酬を伴う役員に適任者を充てているかどう

かというのは疑問があるのじゃないかなと私も

感じております。 
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るということだから、それではこういう同じよ

うな会社をやってるところと競争するにうまく

ないと。だから決算の詳細については資料は控

えさせてもらいたいということで、ここから後

がないんです、私らの資料は。それ以前は全部

ありました。それはそういう意味では私らの手

の及ばないところになってきたというふうに思

うんですね。 

＋

 肩書はわかりますよ、この名前見ればどこの

出身かというの。だけども、その辺からは特に

役員として社長を退陣した人を相談役として役

員構成の中に入れていくんですね。17年の総会

では、今度相談役だった人を顧問という名前に

して改めて社長だった人が退陣して、黒澤さん

になるときですね、相談役としていくんですね。

それも役員構成の中に入れていくんですよ。そ

こというのは、そういう人事の配置というのは

筆頭株主である市の首長が私はできる部分だと

いうふうに考えてるんです。だからそういう経

営方式っていうのはもともとやっぱり問題があ

るんでないかと。できれば、続けるんであった

ら、こういう経営が今、民間でちゃんとできる

ところがありますから市の方を抜いてもらって、

逆にこれまでのそういう保証しているやつも多

分間もなく終わるんですね。行政的にいろいろ

かかわらなくたって経営やっていけるんじゃな

いかというふうに感じているんですけれども、

いかがでしょうか。 

○安部 隆委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 確かに蒲生委員おっしゃるような考え方もあ

ると思いますし、しかし、市が51％持ってると

いう事実は事実でございますので、債務がなく

なったといっても、本当にその時点でもうまる

っきり市じゃなくて株式会社としてやった方が

適切なのかどうかと、その辺はぜひ議会の皆様

からもご意見をいただきながら判断してまいり

たいと思っております。現時点では、まだそこ

はちょっと時期尚早かなというふうに思ってお

ります。 

○安部 隆委員長 17番、蒲生吉夫委員。 

○１７番 蒲生吉夫委員 庁内の電子化を進める

ということでやってきていて、大変重要なこと

だと思いますが、電子化を進めるには道具が要

るんですね。要するに物をつくるには生産手段

が要るわけですから、その道具はパソコンなん

だと思いますね。 

 企画調整課長にお聞きいたしたいのは、現在

パソコンが庁内には３種類あると思うんですね。

備品として購入した分、これが何台あるか、消

耗品をそちこちから集めて購入した分、何台あ

るか。それと電子化すると言いながらパソコン

の台数が圧倒的に少ないようで、個人のものを

庁内に持ってきて仕事をしているという部分あ

りますね。髙橋孝夫議員の質問の後、こういう

「情報セキュリティー基本方針」と、それと基

づいてできた「情報セキュリティー対策基準」

というのを企画調整課長からもらいましたので、

これ読みました。個人のパソコンはこうすべし

というところまで書いてある部分があるんです

ね。 

 さっきの台数と持ってきている台数も含めて

一般職の職員の人数に対してどの程度の比率が

入ってるのか、まずお聞かせ願いたいと思いま

す。ほかの市町村では１人１台になってるんで

すよ。長井は多分10年近く遅いでないかという

感じがするんですけど、どうでしょうか、そこ

は。 

○安部 隆委員長 松木幸嗣企画調整課長。 

○松木幸嗣企画調整課長 蒲生委員の質問にお答

え申し上げたいと思います。 

 髙橋孝夫議員の一般質問でもお答え申し上げ

たとおり、情報資産についての調査というのを

セキュリティーポリシーができてから行ってお

ります。直近でありますと、とりあえず今、資

料として残ってるといいますか、押収された以

―１８５― 



 

＋

○松木幸嗣企画調整課長 前の質問で申し上げた

とおり、全部が全部みらいねっとに接続できる

パソコンではひとつありません。 

外で残っている部分でありますが、18年度現在

では全体のパソコン数としては346台でありま

す。職員が292名ですので、パソコンは一見す

ると多いというふうな感じに見られますが、セ

キュリティーポリシーにありますように、みら

いねっとといいますか、庁内のネットワークに

つなぐことができないタイプ、言ってみれば大

変ＯＳが古くなったりして、あと保守も切れて

ると。具体的に言えばウィンドウズ95であると

か98であるとか、そういうパターンのパソコン

もまだありますんで、それが173台、ちょうど

半分の数字でありますが、あります。全体的に

はそういった中身の構成になっております。 

 あと２番目には、例えば補助端末ということ

で管理者の方に配置させていただいたパソコン

等もあるんですが、やはり古くなってきまして

故障してくると。でもなかなか直せないとなっ

てくると、個人のものを使わせてくださいとい

うようなことが出てきまして、言ってみれば悪

循環というパターンが出てきます。そういった

こととか、あと、やはり予算要求はさせていた

だいてるんですが、十分には今、新しいといい

ますか、みらいねっとに接続できるようなやつ

は配備できないという状態でありますんで、ど

うしても個人持ちをセキュリティーポリシーの

基準にのっとったタイプでありますと認めてい

るという状態であります。以上です。 

＋ ＋

 情報資産の調査の際は、備品でありますとか

消耗品でありますとかという調査はしてません

ので、私どもの区分としては補助事業、11年度

の補助事業で入れた端末であるとかコピーであ

りますとか、あと私有の端末でありますとかと

いう区分けでさせていただいてます。私有のパ

ソコンについては総数で113台であります。こ

のうち、みらいねっとに接続できるというのが

43台、あと、みらいねっとに接続は可能ですが、

今のところつないでいないというのが９台でご

ざいまして、数字的にはそういった中身になっ

ております。以上であります。 

○安部 隆委員長 17番、蒲生吉夫委員。 

○１７番 蒲生吉夫委員 庁内ネットにつなげな

いやつが173台、先ほど言った数字ですけども、

管理職のところに机の上に置いてる部分が、そ

うだね、結構年数たちましたので壊れ始めるん

でしょう。順番として私は逆だったと思います

けども、そこは要らない部分で、実務をしてい

くには。実務する機会がないのにメールする機

械があるというのは、課長のところでそういう

仕事をするわけでないわけですから。 

○安部 隆委員長 17番、蒲生吉夫委員。 

○１７番 蒲生吉夫委員 一番 初に言った346

台と呼んでいるのは、多分地区公民館あたりに

設置したやつも全部含まれておりますね。そこ

は逆に委託してる部分ですから、公民館の中に

行くといっぱいあるんですよ。人数よりも多い

台数があるんです。要るものか、要らないもの

かって私もわからないですけども、数はあるこ

とはわかりました。数のあることわかっている

のに、個人のものを持ち込まなきゃいけないと

いうのはどういうことなんでしょうかね。そこ

はどういうことなんですか。 

 それはいいとして、個人のものを管理してい

くというのは、ここの部分がやっぱり一番問題

だと思います。市の仕事をするのに個人のもの

を持ってこないと仕事ができないという状態に

なってるというふうに思うんですね。セキュリ

ティー対策基準の中ではこういうふうに言って

んですよ、個人のものの分については。「個人

保有のノートパソコンなどを庁内ネットワーク

に接続する場合は事前に 高情報統括責任者の

許可を得ること」と、この 高情報責任者とい

うのはだれがなってるかわからないけども、多○安部 隆委員長 松木幸嗣企画調整課長。 

―１８６― 

＋



 

分市長がするしかないのかな、企画調整課長が

するのかな。 

  （「副市長」の声あり） 

○１７番 蒲生吉夫委員 副市長。これ見る限り

では、持ってきてることはわかってるんですよ

ね。 

 壊れた場合にどうしてますか。去年でない、

おととしあたりでしたか、えらく夏場の暑い時

期が、エアコン入ってないですからパソコンが

壊れるんですよね。あんまり暖まり過ぎるから

パソコンがこれについていけなくて、暑さにつ

いていけなくて壊れるというふうになった場合

に、その修理または再起不能の場合にはそれを

どういうふうに処理してますか。 

＋

○安部 隆委員長 松木幸嗣企画調整課長。 

○松木幸嗣企画調整課長 私有のパソコンについ

ては、個人で対応していただいております。以

上です。 

○安部 隆委員長 17番、蒲生吉夫委員。 

○１７番 蒲生吉夫委員 役所の仕事でないみた

いだね、とても。そういうセキュリティーのと

ころというのはそうなんですよ、個人のパソコ

ン持ってくれば、いずれ職場を異動したらそこ

へ持っていくでしょ、個人のパソコンですから。

２年に１回ぐらい職場異動しますね、そこへ持

っていきますね。それが備品で買ったもんやら

消耗品で買ったもんやから個人のもんやらとい

うのは、わからなくなるんじゃないですか、そ

こは。壊れた場合にうちに持って帰りますね。

それで仕事してきたわけで、その場合に壊れた

ところに別のパソコンを買うような体制ってい

うのはないんですか。ボールペンなくなったか

ら書きやすいボールペン一本持ってくるのとわ

けが違うんですよ、仕事するパソコンというの

はね。そこら辺がやっぱり問題だなというふう

に思うんですけども、どういうふうにしている

んでしょう、各課で。 

 いや、そこが私は今回の事件の中でやっぱり

問題だと思うんですね。パソコンがなければ仕

事できない、だけども、役所で買ってない、必

要なものを。この後、税務課長に聞きますけど

も、ちょうどこの事件があったとされる周辺は

企画調整課から企画調整課長と内谷昌春さんが

２人で税務課に異動したんですよね、そのとき

というのは。そのときに本当にパソコンが、税

務課にあるのかないのかというのは私、わから

ないですけども、使える機械があるのかどうか

というのは。まず 初に、企画調整課長にそこ

の分、どういうふうに処理しているかをお聞か

せください。 

○安部 隆委員長 松木幸嗣企画調整課長。 

○松木幸嗣企画調整課長 故障になった場合、例

えば課長さんのパソコンなんかも相当年月がた

ってきてますんで、一番やっぱりウイークポイ

ントというんですか、危ないところであります。

ただ、先ほどパソコンの台数を申し上げたんで

すが、パソコンの中でもみらいねっとに接続は

できるんですが、まだしてないというようなこ

とで、言ってみれば予備的なパソコンもありま

して、それは補助端末でいえば３台なりござい

ますんで、例えば課長さんのやつが壊れたと、

故障が出ましたよという場合はこういったもの

を使わせていただいて、そこはフォローしてい

くというようなことは取り組んでおります。 

○安部 隆委員長 17番、蒲生吉夫委員。 

○１７番 蒲生吉夫委員 仕事として実務をこな

している部分は、そうやって必要台数は全部あ

るということですか、個人のものを持ってこな

くても。どうなんですか、このみらいねっとに

つないでないという部分は、個人のものを持っ

てきている分が壊れたら、そこに補充できるん

ですか、できないんですか。 

○安部 隆委員長 松木幸嗣企画調整課長。 

○松木幸嗣企画調整課長 現段階では、個人のも

のに対して即座に対応ということはできないと

いうふうに思っています。 

―１８７― 



 

＋

○安部 隆委員長 17番、蒲生吉夫委員。 

○１７番 蒲生吉夫委員 ですから大体役所の仕

事をするのに個人のパソコンを持ってきている

か、いないかというのは、今度、税務課長に聞

きますが、税務課の方に異動したときに、内谷

昌春君と企画調整課長だった中井課長がそのま

ま２人で異動したですね。そのときにそこにあ

った機械がというか、多分、新聞によると、そ

こにパソコンを持っていって仕事をしてたよう

ですね。ソフトも２つ持っていって仕事をした

んだかどうかはわからないですけども、それは

小さいからわからないわけですけども、そのパ

ソコンが個人のものか、それとも税務課に所属

しているものかというのはわかりましたか。 

＋ ＋

○安部 隆委員長 中井 晃税務課長。 

○中井 晃税務課長 17年の届け出の用紙には、

所有区分を明確に書くというところがありませ

んでしたので、書類上はちょっと判断はできま

せんでした。ただ、それ以降、18年以降につい

ては所有区分を明確に書く欄がふえましたので、

その時点では個人持ち、私有のパソコンである

というふうな記述はされております。 

 また、17年に私と内谷が一緒に企画調整課か

ら税務課に異動したわけですが、それ以前、企

画で使っておりましたパソコンは、内谷が使っ

ておりましたのは個人のものであるというのは

知っておりましたので、同じようにその個人の

パソコンを持ってきて税務課で使用していたと

いうふうに考えております。 

○安部 隆委員長 17番、蒲生吉夫委員。 

○１７番 蒲生吉夫委員 そのときにソフト２点

ということだけども、それはちょっと警察の調

査の問題だから余り関係のない話だ、それやめ

ます。 

 私、記憶してるのは、税務課のその17年まで

のところというのは、うまく処理できないでい

たというふうに思ってるんですね、特に固定資

産税なども。税金を計算していくのに電卓で換

算しなきゃいけないようなこともあったように、

当時思い出したんですよ、聞いておりました。

そこの状況というのはどうだったんでしょう、

どこがうまくなかったかというのは中井課長行

ってわかったと思うんだけども、私は固定資産

税のどこかだなと思っていたんですけども、ど

うですか、そこは。 

○安部 隆委員長 中井 晃税務課長。 

○中井 晃税務課長 当時16年度になりますが、

補正予算で固定資産税システムの導入のための

要件定義の補正予算を提案させていただきまし

た。１度予算可決いただけませんでしたので、

次の議会で提案させていただきました。何カ月

かおくれたことによりまして作業日程的にかな

り厳しくなってきたところがありまして、要件

定義作業、こちら側が求めるレベルと会社側で

これがその要件定義の基準を満たすものだとい

うところに多少ずれがありましたので、その作

業の突き合わせというのが少し長引いたという

ところはございます。 

○安部 隆委員長 17番、蒲生吉夫委員。 

○１７番 蒲生吉夫委員 ここの部分はこの程度

でいいんです。わかったのは、結局は市役所内

の仕事が、いわゆる生産手段であるパソコンが

個人のものが持ち込まれているなんて、これは

とても不可解ですね。普通に考えれば壊れたら

うちに持って帰るでしょ、直せばそのデータを

また復活させられるでしょ、だって。そういう

機能はあるんですよね。だけど、個人のもので

すから調子悪くなったりなんかすれば自分で事

後処理しろというわけですから、その意味では

やっぱりそこの部分を考えていくと、今回のこ

の事件なんていうのは個人にかぶさってきてる

ようだけども、ＪＡＮの２人と市の職員の１人

に、だけども、私は極めて組織的なやっぱり構

造の欠陥があるというふうに思うんですけど、

市長はそこはいかがでしょうか。 

○安部 隆委員長 内谷重治市長。 

―１８８― 

＋



 

○内谷重治市長 今回の事件と体制というのは直

接的には関係あるとは言えないとも思います。

ただし、委員おっしゃるとおり、セキュリティ

ーの関係あるいは仕事で使うパソコンが私物だ

ったというようなことから考えますと、極めて

事務体制としては問題があると。19年度も何と

かこれを準備したかったんですが、残念ながら

断念せざるを得なかったと。しかし、ここはや

はり決断しなきゃいけないなと。ほかの部分を

何としても、削ってもここはもう整備していか

ないと、これからさまざまな問題が生じる可能

性があるというふうに認識しております。 

＋

○安部 隆委員長 17番、蒲生吉夫委員。 

○１７番 蒲生吉夫委員 次の件に入ります。 

 長井市国民保護計画と自衛隊情報保全隊につ

いてというところでありますが、せっかくいい

パンフレットとして保護計画をつくっていただ

いて３月にちょうだいいたしましたので、読ま

せていただきました。マニュアルに沿った形な

んでしょうけれども、この自衛隊情報保全隊と

いうふうにしているのは、これ朝日新聞だけに

書いてあったんですけども、６月７日の新聞に

自衛隊の情報保全隊というのがあって、それは

自衛隊内部の要するに自衛隊員や、その家族が

反乱を起こす、言ってみればクーデターを起こ

したりなんかしないように、その芽を摘むため

につくってある組織なんですね、保全隊という

組織はそうなんです。それが６日の新聞だけで

４つ記事あるんですよ、朝日新聞だけで４つあ

るんです。 

 そこでお聞きしたいんですけれども、それが

市民を調査してたという部分が、一般市民をで

すね、いう部分があるんですよ。主にこの部分

に東北の部分だけ書いてあるんです、例として。

その中に山形大学の学生について調べた中で、

学内に置いたビラ、04年１月、派兵反対は注目

された、これイラク派兵の反対のチラシを置い

たんですね。全く注目されていないにもかかわ

らず、極めて活動を誇張した内容として調査し

た結果が情報として入ってきた部分が消されて

いるんです。 

 私、ちょっと心配になったことがあって、そ

のころちょうど山大の学生が学生寮のところで

チラシをとったとらないで国家賠償請求を大学

当局側にしていた時期なんで、これはひょっと

しておらがかかわってるメンバーかなと思って

連絡とってみたんですけども、幸いにしてそう

でなかったです。別のグループがつくったチラ

シを調査の中で、要するに持っていったんです

ね。学内までこうやって入るのかなというふう

に危険に感じたところが一つあるんです。 

 それで、この保護計画によると、かつても質

問したときに防災計画と、この保護計画に基づ

く訓練をしていくというふうに答えてるんです

ね。総務課長にお答えいただきたいのは、この

計画をつくるに当たって自衛隊の幹部、防衛庁

長官の任命する人がこの計画の中に策定のため

に入ったんですね。入っていろいろ質疑した経

過があって、こういうふうにしてできてきたわ

けですけれども、防災計画のときには来賓とか

何かというのは多分考えてないだろうと思いま

すけども、自衛隊の幹部はね。ただ、そういう

ふうにできるようなものになったことは確かだ

と思います。 

 どういう意味かといいますと、第三者の評価

をしてもらうというふうに言ってますね、訓練

した模様を。そのあたりがこれに書いてあるん

ですよ、これの28ページの（３）の③のところ

に客観的な評価をしてもらうというふうに書い

てあるんです。総務課長、わかりましたか。な

ので、ひょっとしたらこの辺かなというふうに

思ったんですけども、どうでしょうか。 

○安部 隆委員長 平 進介総務課長。 

○平 進介総務課長 お答え申し上げます。 

 このたびの国民保護計画によります訓練の実

施、国民保護計画に基づく訓練でありますけれ

―１８９― 



 

＋

ども、基本的には地域防災計画、これがありま

すので、この中の避難訓練を主にというふうに

考えております。この部分でいきますと、県か

らもお聞きしたわけですが、自衛隊の訓練参加

を要請することなど、すべて各自治体の裁量で

あるというふうなことでありまして、強制や指

導、指針といったものはないというふうなこと

であります。したがいまして、長井市といたし

ましては、国民保護計画に基づく訓練につきま

しては、これまでやってきました地域防災計画

と同様の中でやっていきたいというふうに考え

ております。 

＋ ＋

○安部 隆委員長 17番、蒲生吉夫委員。 

○１７番 蒲生吉夫委員 ということは、自治体

が要請すれば、例えばここに書いてあるような

客観的な評価をお願いするよということであれ

ば、来賓席だとか、そういうところに来れるよ

うな状況にあるという理解の仕方ですね、自治

体の裁量ということですから。かつてと変わっ

たのは、そこだと思います、この計画ができる

ことによって大きく市町村で訓練するところで

変わったというのはここだと思います。中身が

武力攻撃に対応するとなってるからとても仰々

しい中身になってるわけですけども、これはマ

ニュアルに沿ってつくったんでしょうからあん

まり問題にしないわけですが、これまで例えば

音楽隊が来て演奏するだとか、そういうことぐ

らいだったんですね、米沢なんかよくしてたよ

うですけれども。 

 だけど、そこでやっぱり問題になるのは、そ

の音楽隊の中にも自衛隊の幹部職員がいますし、

情報を集める人がついてくるんですよね。この

辺でいうと、山形市の自衛隊山形地方協力本部

あたりのところに連絡とってするんだと思いま

すね、山形市の十日町にある。これちょうどこ

の前、私、山形の方から帰ってくる途中、山地

本と書いた黒塗りの車があったですよ。ここの

ことを言うんですよね。数字の何けた番号、６

けたぐらいの番号かな、だけで書いてあるよう

ですけども、そういう事態を考えていくと、か

なりやっぱり大変なことだなというふうに思い

ますので、ここだけ自治体として要請すれば来

るということですけども、その予定はいかがで

しょうか。 

○安部 隆委員長 平 進介総務課長。 

○平 進介総務課長 お答え申し上げます。 

 先ほども申し上げましたように、現時点では

長井市の地域防災計画にのっとって、その中で

訓練をしていきたいというふうに考えておりま

す。これと同一の形でやっていきたいというふ

うに思っておりますので、これまで実施してき

ました各地区持ち回りの地域防災訓練におきま

しても自衛隊の要請はしてきておりませんので、

現時点では自衛隊の参加を要請するというふう

な考えは持っておりません。 

○安部 隆委員長 蒲生委員、昼食のために暫時

休憩しますので、残り10分ほどありますけども、

午後からにしていただきたいと思います。 

 それでは、昼食のため暫時休憩します。再開

は午後１時といたします。 

 

 

   午後 ０時００分 休憩 

   午後 １時００分 再開 

 

 

○安部 隆委員長 それでは休憩前に復し、午前

に引き続き会議を再開いたします。 

 それでは、蒲生委員の質疑を続行いたします。 

 なお、蒲生委員に申し上げますが、蒲生委員

の持ち時間は残り10分となっておりますので、

１時12分ということでお願いしたいと思います。 

 17番、蒲生吉夫委員。 

○１７番 蒲生吉夫委員 ３番目の項に入りたい

と思います。 

 各種選挙投開票事務従事者のあり方について
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ということで、総務課長というふうにしており

ますけれども、選管事務局長も兼務をしておる

関係でそういうふうにしておりますが、きょう

は「平成16年７月11日執行参議院通常選挙の選

挙の記録」というのを資料として持ってきてお

ります。市議会議員の選挙終わったばかりで、

また続いて参議院選挙の準備に入っているので

選管事務局の方、大変だなというふうに思いま

すけれども、今回の投票の参議院選挙に絡んで

ですけれども、本当に投開票事務というのはえ

らく時間がかかりますし、大変だなというふう

に思いますし、主にやっぱり職員が当たってる

んですね、投票も開票もですね。 

 そういう意味では職員がどんどん少なくなっ

ている時点で、いずれやっぱり職員以外でしな

ければならない部分というのは出てくるんでな

いかなというふうなことを考えております。特

に投票時間が今午後８時までになりましたね。

遅くなって、特に国政選挙、比例と、例えば参

議院選挙では県選挙区というふうに見ていくと、

うんと遅くまで時間がかかるので、ならばやっ

ぱり投票事務と開票事務は、ほんの一部の人は

重ならざるを得ないですけど、事務局の本当に

中心になってる部分は、だけども、基本的には

やっぱり別々の人で投票事務と開票事務をして

いかないと、仕事の時間としては、両方すれば

もうえらい時間になるわけでしょ。選挙の投票

の準備から始めれば、もう６時半までには行っ

て準備をして、参議院選挙であれば多分終わる

のが午前１時か２時か、全部片づくにはやっぱ

り３時ごろになるかのどうかはちょっとわかり

ませんが、そういう意味では、やる方としては

19の投票所をそっくりどこかをまず委託してみ

るということも一つ考えられる方法だと思いま

す。 

 それが法的に可能かどうかということがまず

一つあると思いますので、そこについてまずお

答え願いたいことと、あと３年前の記録でいき

ますと、投票事務の従事者が総数が173人とい

うふうになってるんですね。臨時職員は８人だ

けで、ほかは職員だというふうに思います。そ

れと開票事務従事者は総数が88人、これ全部職

員だと思います。私、開票事務は難しいかなと

いうふうに思いますが、少なくとも投票事務従

事者の方の職務代理者や庶務担当、ここはそれ

なりに責任が重いし、庶務担当はそれなりの

後に投票箱持っていったりなんかする仕事があ

るわけで、それ以外のところはやっぱり全体の

半分ぐらいは市の職員でなくてもできるんでな

いかというふうに考えるんですが、それも事務

職員として雇ってる部分が臨時の職員いるわけ

ですから、そういう方法もあるんではないかと。

法的にはそこだって問題ないと思われるんです

が、いかがでしょうか。 

○安部 隆委員長 平 進介総務課長。 

○平 進介総務課長 お答え申し上げます。 

 初の投票事務について、一つの投票所をそ

っくり団体に業務委託できるかどうかというよ

うな法的なところというふうにお聞きしました

が、投票所には投票管理者、投票立会人、職務

代理者等の投票事務を行う者、これらがいるわ

けですが、これらについては選挙管理委員会が

選任するというふうになっておりますので、こ

うした関係から団体に業務委託するということ

にはならないというふうに思います。 

＋

 それから、全体の半分、投票事務の半分、こ

れを臨時でできるかどうかというふうなことで

ございます。公選法上は投開票事務を職員でし

なければならないということにはなっておりま

せん。先ほど申し上げましたように、投票事務、

そして開票事務については選挙管理委員会が選

任した者が行うというふうになっておりますの

で、職員との位置づけにはなっていないようで

あります。ただし、これまで職員でやってきた

というふうなことの理由につきましては、選挙

において適正かつ公平に執行されなければなら
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ないということは当然のことでございまして、

その意味において政治的中立性が要求されると

いうことで、地方自治体の職員が携わってきて

るというふうに認識しております。以上です。 

○安部 隆委員長 17番、蒲生吉夫委員。 

○１７番 蒲生吉夫委員 この資料の中の事務局

という欄に所属する人の中にどうも臨時職員が

いるようですね、８人ほど。ここの人たちとい

うのは期日前投票の投票所がありますね、それ

も毎日８時まであけてるわけですよね。そこに

大体こういう臨時の人がいるんではないかと思

われる、主にね。あと、ほかの事務の方にもい

るんでしょうけれども、その意味では事務その

ものは極めてそういう形は臨時職員として雇っ

ているわけですけども、こういうスタイルをと

っていかないと職員だけでは私はもたない時期

が間もなく来るんでないかと思うんですね。 

＋ ＋

 投票所ごとにずっと見ていくと、職員は別に

地域限定して採用してるわけでも何でもないで

すから、いないところもあるわけですね、市の

職員がいないと。ほかからいずれ来るわけです

よね。私は政治的な中立性だとか何かって考え

ていけば、その人たちが推薦できるような人、

結構いるんですよ。こういう投票事務なんかし

たことない人というのは、県職員の退職者なん

てないですから、こういう場面はね。国家公務

員はもちろんそうですけども、例えば市役所を

退職した人だって若くて仕事してる人ももちろ

んいますし、私は投票事務と開票事務はできる

だけやっぱり別々にされるような体制をとる必

要があると。こういう可能性というのは、うん

とできる可能性が高くあるんじゃないでしょう

か。 

○安部 隆委員長 平 進介総務課長。 

○平 進介総務課長 お答え申し上げます。 

 確かに職員数が減少していく中で投開票事務

に従事する職員を求めていくというのは非常に

大変な状況になってきつつあります。そうした

関係で、今後の話になりますけれども、職員以

外の者も選任できるというふうになっておりま

すので、そうした可能性も探っていく方法は必

要かと、これからも検討する必要はあるという

ふうに思います。ただし、先ほども申し上げま

したように、選挙における適正かつ公正性が担

保されなければならないというふうなところが

当然求められておりますので、その分をどう担

保していく、確保していくかが課題というふう

に考えております。投開票事務を分けて職員に

担当してもらうというのは大変いいことですの

で、そうした方向に向けても今後考えていくと

きが来るというふうに思っております。 

○安部 隆委員長 17番、蒲生吉夫委員。 

○１７番 蒲生吉夫委員 あと１点で終わります

ので。 

 この前の統一地方選挙のように、白鷹町みた

いに１票差で当落が決まるような、こういう選

挙から始めるのはえらく大変だと思います。で

きればそういう選挙でないところから始めてい

くという。例えば、だから各選挙区に１人ぐら

いずつでも入れていくだとか、今ちょうど参議

院選挙間もなくあるわけで、告示まであと短い

わけですけども、今、頑張って入れてるところ

だというわけですから、終わったんですか。１

人ぐらいずつまず入れていくという。国政選挙

みたいなのは、かなりそういうところはいいん

ではないかなというふうに思いますが、今回の

参議院選挙は全部埋まりましたか、もう。 

○安部 隆委員長 平 進介総務課長。時間です

ので、簡潔にお願いします。 

○平 進介総務課長 はい。通常お願いしており

ます臨時職員については、面接は全部終了して

おりますので、今後の課題というふうに考えて

おります。 

 

 

 町田義昭委員の総括質疑 
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